
＜別紙＞  

サービスの内容及び利用料金（訪問介護）  

 

介護保険制度では、身体介護が中心、生活援助が中心のサービスがあり、それぞれのサービスおよ

び利用時間によって利用料が異なります。  

 

 

 

１．  身体介護が中心の場合  

  (1)所要時間２０分未満  ・・・・・・・・・・・・・  １６３単位（１９６単位）  

  (2)所要時間２０分以上３０分未満・・・・・・・・・２４４単位（２９３単位）  

  (3)所要時間３０分以上 1 時間未満・・・・・・・・・３８７単位（４６４単位）  

  (4)所要時間１時間以上１時間半未満・・・・・・・・５６７単位（６８０単位）  

(5)所要時間１時間半以上・３０分毎・・・・・・・・＋８２単位（＋９９単位）  

２．身体介護に引き続き生活援助を行う場合  

（ 1）身体３０分に引き続き２０分以上４５分未満・・３０９単位（３７１単位）  

（ 2）身体３０分に引き続き４５分以上７０分未満・・３７４単位（４４９単位）  

（ 3）身体６０分に引き続き２０分以上４５分未満・・４５２単位（５４２単位）  

３．生活援助が中心の場合  

  (1)所要時間２０分以上４５分未満・・・・・・・・・１７９単位（２１５単位）  

  (2)所要時間４５分以上・・・・・・・・・・・・・・２２０単位（２６４単位）  

４．同一敷地内施設の利用者様に対して訪問介護を行った場合は、所得単位数の  

  １００分の９０に相当する単位数を算定する。  

５．初回加算・・・・・・・・・・・・・２００単位／月  

６．緊急時訪問介護加算・・・・・・・・１００単位／回（介護予防を除く）  

７．生活機能向上連携加算・・・・・・・（Ⅰ）  １００単位／月  （Ⅱ）２００単位／月  

８．口腔連携強化加算・・・・・・・・・５０単位／月（ 1 回）  

９．特定事業所加算Ⅰ・・・・・・・・・所定単位数の２０％を加算  

１０．介護職員処遇改善加算Ⅰ・・・・・・・所定単位数に２４．５％加算  

１２．当日キャンセル料金  

   利用予定日当日のキャンセルにつきましては、キャンセル料として所定料金の  

   100 分の 50 に相当する料金を算定する。  

 

   

 

 

毎月、利用明細書を作成し、翌月の１０日以降に請求書に添付してお渡しします。  

毎月の利用料は、責任者及び担当者が訪問時に集金致しますので、翌月末までにお支払い下さ

い。



＜別紙＞  

 

サービスの内容及び利用料金（訪問型独自サービス）  

 

 

訪問型独自サービスは、要支援 1・要支援 2・事業対象者の利用者に対して 1 週間の利

用頻度から月単位で利用が異なります。  

 

 

 

 

１．訪問型独自サービス（Ⅰ）・・・１，１７６単位／月  

週１回程度の利用が必要な場合  

要支援１・要支援２・事業対象者  

２．訪問型独自サービス（Ⅱ）・・・２，３４９単位／月  

週２回程度の利用が必要な場合  

要支援１・要支援２・事業対象者  

３．訪問型独自サービス（Ⅲ）・・・３，７２７単位／月  

週２回程度の利用を超える利用が必要な場合  

要支援２・※事業対象者  

４．同一敷地内施設の利用者様に対して訪問介護を行った場合は、所得単位数の  

  １００分の９０に相当する単位数を算定する。  

５．初回加算・・・・・・・・・２００単位／月  

６．生活機能向上連携加算・・・１００単位／月  

７．口腔連携強化加算・・・・・・５０単位／月（ 1 回）  

８．介護職員処遇改善加算Ⅰ・・・・・・・所定単位数に２４．５％加算  

 

 

 

 

毎月、利用明細書を作成し、翌月の１０日以降に請求書に添付してお渡しします。  

毎月の利用料は、責任者及び担当者が訪問時に集金致しますので、翌月末までにお支払

い下さい。  


